
JP 2012-190182 A 2012.10.4

10

(57)【要約】
【課題】取付部材の熱リークを低減させつつ、断熱作業
を簡単なものとすることができる自動販売機を提供する
こと。
【解決手段】前面に開口が形成された金属製の外箱１０
の内部に断熱材から成る板状の断熱ボード２１を配設す
ることで構成された断熱構造の商品収容庫２３と、外箱
１０の内壁後縁部に固着されるとともに、該内壁から商
品収容庫２３に進入する態様で配設された後方フレーム
材２９と、後方フレーム材２９に架設されることで商品
収容庫２３に商品収納ラック４０を配設させるラック支
持フレーム３０とを備えた自動販売機において、断熱材
から構成されてラック支持フレーム３０に保持されて成
り、該ラック支持フレーム３０が後方フレーム材２９に
架設される場合に該後方フレーム材２９の露出部分を覆
う断熱ブロック材３５を備えたものである。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面に開口が形成された金属製の自動販売機本体の内部に断熱材から成る板状の断熱ボ
ードを配設することで構成された断熱構造の商品収容庫と、
　前記自動販売機本体の内壁後縁部に固着されるとともに、該内壁から前記商品収容庫に
進入する態様で配設された取付部材と、
　前記取付部材に架設されることで前記商品収容庫に商品収納ラックを配設させるラック
支持フレームと
　を備え、前記商品収納ラックに収納された商品を所望の温度状態に維持するようにした
自動販売機において、
　断熱材から構成されて前記ラック支持フレームに保持されて成り、該ラック支持フレー
ムが前記取付部材に架設される場合に該取付部材の露出部分を覆う断熱ブロック材を備え
たことを特徴とする自動販売機。
【請求項２】
　前記断熱ブロック材は、前記ラック支持フレームに形成された切起部に載置された状態
で保持されることを特徴とする請求項１に記載の自動販売機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば缶入り飲料やペットボトル入り飲料等の商品を販売する自動販売機に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば缶入り飲料やペットボトル入り飲料等の商品を販売する自動販売機におい
ては、自動販売機本体の内部に断熱構造の商品収容庫が設けられているとともに、この商
品収容庫の内部に商品を収納するための商品収納ラックが設けられており、商品収容庫の
内部雰囲気を冷却、若しくは加熱することによって商品収納ラックに収納された商品を所
望の温度状態に維持するようにしている。
【０００３】
　商品収容庫は、自動販売機本体の内部に断熱材から成る板状の断熱ボードを配設するこ
とで構成されており、商品収納ラックは、ラック支持フレームに支持されることで配設さ
れている。ラック支持フレームは、自動販売機本体に設けた金属製の取付部材に架設され
ている。取付部材は、自動販売機本体の背壁後縁部に固着され、商品収容庫に進入する態
様で設けられている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４０１３８６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した自動販売機においては、ラック支持フレームを架設するための金属製の取付部
材が商品収容庫に進入する態様で設けられているので、該取付部材を通じて熱リークが生
ずることがあった。
【０００６】
　そこで、取付部材の露出部分を断熱性のクッション材等で覆うことが提案されているが
、クッション材では断熱性能が十分といえず、また取付部材が商品収容庫の後方側に設け
られているため、クッション材を取り付ける際には商品収容庫の後方側まで手を挿入しな
ければならず、取付部材の断熱作業は煩わしいものであった。
【０００７】
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　本発明は、上記実情に鑑みて、取付部材の熱リークを低減させつつ、断熱作業を簡単な
ものとすることができる自動販売機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に係る自動販売機は、前面に開口が形成
された金属製の自動販売機本体の内部に断熱材から成る板状の断熱ボードを配設すること
で構成された断熱構造の商品収容庫と、前記自動販売機本体の内壁後縁部に固着されると
ともに、該内壁から前記商品収容庫に進入する態様で配設された取付部材と、前記取付部
材に架設されることで前記商品収容庫に商品収納ラックを配設させるラック支持フレーム
とを備え、前記商品収納ラックに収納された商品を所望の温度状態に維持するようにした
自動販売機において、断熱材から構成されて前記ラック支持フレームに保持されて成り、
該ラック支持フレームが前記取付部材に架設される場合に該取付部材の露出部分を覆う断
熱ブロック材を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項２に係る自動販売機は、上述した請求項１において、前記断熱ブ
ロック材は、前記ラック支持フレームに形成された切起部に載置された状態で保持される
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の自動販売機によれば、断熱材から構成された断熱ブロック材がラック支持フレ
ームに保持されて成り、ラック支持フレームが取付部材に架設される場合に取付部材の露
出部分を覆うので、取付部材からの熱リークを低減させることができ、しかも断熱ブロッ
ク材を単独で設置する必要がなく、ラック支持フレームの取り付けに合わせて設置させる
ことができ、断熱作業を容易なものとすることができる。従って、取付部材の熱リークを
低減させつつ、断熱作業を簡単なものとすることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の実施の形態である自動販売機を概念的に示す概念図である。
【図２】図２は、図１に示した自動販売機の外箱及び商品収容室の構成を示す概念図であ
る。
【図３】図３は、図１に示した自動販売機の外箱の内部における１つの商品収容庫の内部
構造を示す断面側面図である。
【図４】図４は、図１及び図２に示した商品収容室を構成するもので、底壁の設置部位に
配設される断熱ボードを示す斜視図である。
【図５】図５は、図１に示した自動販売機の要部断面側面図である。
【図６】図６は、図１に示した自動販売機に適用されるラック支持フレームの取付構造を
示す斜視図である。
【図７】図７は、図１に示した自動販売機に適用されるラック支持フレームを上方側がら
見た斜視図である。
【図８】図８は、図７に示したラック支持フレームの概念図である。
【図９】図９は、図１に示した自動販売機においてラック支持フレームの後端部と後方フ
レーム材との接続状態を示す拡大斜視図である。
【図１０】図１０は、図１に示した自動販売機においてラック支持フレームの後端部と後
方フレーム材との接続状態を示す側面図である。
【図１１】図１１は、本実施の形態であるラック支持フレームにおける断熱ブロック材の
他の取付例を示す概念図である。
【図１２】図１２は、図１に示した自動販売機を構成する上部内扉を示す斜視図である。
【図１３】図１３は、図１２に示した上部内扉の要部断面側面図である。
【図１４】図１４は、図１に示した自動販売機を構成する下部内扉の構成要素を分解して
分解斜視図である。
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【図１５】図１５は、図１４に示した前面側板金本体を示す斜視図である。
【図１６】図１６は、図１５に示した前面側板金本体の製造過程を示す説明図である。
【図１７】図１７は、図１５に示した前面側板金本体の製造過程を示す説明図である。
【図１８】図１８は、図１４に示した商品搬出口枠を示す斜視図である。
【図１９】図１９は、図１８に示した商品搬出口枠の要部を示す説明図である。
【図２０】図２０は、図１８に示した商品搬出口枠を扉本体に装着する過程を示す斜視図
である。
【図２１】図２１は、図１８に示した商品搬出口枠の係止フック部が前面側板金本体の係
止孔に挿入された状態を示す説明図である。
【図２２】図２２は、図１８に示した商品搬出口枠の装着状態を示す要部断面平面図であ
る。
【図２３】図２３は、図１に示した下部内扉の下端部を拡大して示す斜視図である。
【図２４】図２４は、図２３に示した下部内扉の案内部材を示す縦断面図である。
【図２５】図２５は、外箱の前面開口及び商品収容室の前面開口が閉成された場合におけ
るスペーサ部材のはたらきを示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る自動販売機の好適な実施の形態について詳細
に説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施の形態である自動販売機を概念的に示す概念図である。ここで例
示する自動販売機は、例えば缶入り飲料やペットボトル入り飲料等の商品を冷却、若しく
は加熱した状態で販売するもので、外箱１０、外扉５０及び内扉６０を備えている。
【００１４】
　外箱１０は、図２に示すように、複数の金属板を適宜組み合わせることによって構成し
た自動販売機本体であり、前面が開口した箱状に構成してある。より具体的には、上壁１
１、一対の側壁１２、底壁１３、背壁１４を接合することによって外箱１０を構成してい
る。一対の側壁１２は、それぞれ底壁１３よりも下方に延在しており、互いの間に台座壁
１５を接合してある。
【００１５】
　外箱１０には、その内部に断熱構造の商品収容室２０が設けてある。本実施の形態では
、図２に示すように、上壁１１、一対の側壁１２、底壁１３、背壁１４の内壁面にそれぞ
れ予め板状に成形した断熱ボード２１を配設することにより、これら断熱ボード２１によ
って囲まれる空間に商品収容室２０を構成している。そして、商品収容室２０に対して前
方側より例えば２つの断熱仕切板２２を挿入させることで、外箱１０の内部に３つの独立
した商品収容庫２３が左右に並んだ態様で設けられている。
【００１６】
　図３は、図１に示した外箱１０の内部における１つの商品収容庫２３の内部構造を示す
断面側面図である。この図３では、最も左側にある商品収容庫（以下、左庫ともいう）２
３の内部構造について示すが、中央の商品収容庫（以下、中庫ともいう）２３及び右側の
商品収容庫（以下、右庫ともいう）２３の内部構造も左庫と略同じような構成を有してい
る。尚、本明細書における左側とは、自動販売機を正面側から見た場合の左方を示し、右
側とは、自動販売機を正面側から見た場合の右方を示す。
【００１７】
　左庫の内部には、搬出シュータ２４が設けてあり、この搬出シュータ２４よりも下方と
なる領域（以下、「熱交換領域」ともいう）に温度調節ユニット２５が配設してある一方
、搬出シュータ２４よりも上方となる領域（以下、「商品収納領域」ともいう）に商品収
納ラック４０が配設してある。
【００１８】
　搬出シュータ２４は、商品収納ラック４０から払い出された商品を内扉６０（下部内扉
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６０ｂ）の商品搬出口６１に案内するためのプレート状部材であり、前方側に向けて漸次
下方に傾斜する態様で配設してある。この搬出シュータ２４には、熱交換領域と商品収納
領域との間を連通させる通気孔が多数穿設してある。
【００１９】
　温度調節ユニット２５は、左庫の内部雰囲気を所望の温度状態に維持するためのもので
、蒸発器２５ａ、電熱ヒータ２５ｂ及び庫内送風ファン２５ｃを備えて構成してある。
【００２０】
　蒸発器２５ａは、圧縮機２６１、凝縮器２６２及び膨張弁２６３と冷媒配管２７にて接
続されて冷凍サイクルを構成するものであり、自身の流路を通過する冷媒が蒸発すること
で周囲空気を冷却するものである。ここで、圧縮機２６１、凝縮器２６２及び膨張弁２６
３は、外箱１０の内部であって商品収容室２０の下方に区画された機械室１６に配設して
ある。
【００２１】
　電熱ヒータ２５ｂは、蒸発器２５ａの前方域に配設してあり、通電状態となることによ
り自身の周囲空気を加熱する加熱源である。庫内送風ファン２５ｃは、左庫（商品収容庫
２３）の内部空気を循環させるための送風手段である。
【００２２】
　このような温度調節ユニット２５においては、例えば冷凍サイクルを運転した状態で庫
内送風ファン２５ｃを駆動すると、蒸発器２５ａにおいて冷却された空気が搬出シュータ
２４の通気孔を通じて上方に送給されるため、商品収納ラック４０（商品収納領域）を低
温状態に維持することができる。一方、電熱ヒータ２５ｂに通電した状態で庫内送風ファ
ン２５ｃを駆動すると、電熱ヒータ２５ｂによって加熱された空気が搬出シュータ２４の
通気孔を通じて上方に送給されるため、商品収納ラック４０（商品収納領域）を高温状態
に維持することができる。
【００２３】
　図４は、図１及び図２に示した商品収容室２０を構成するもので、底壁１３の設置部位
に配設される断熱ボード２１を示す斜視図である。ここで例示する断熱ボード２１は、第
１断熱板材２１１と第２断熱板材２１２とを備えて構成してある。
【００２４】
　第１断熱板材２１１は、例えば発泡スチロールで構成される矩形状の板材であり、底壁
１３の設置部位を覆うのに十分な大きさを有している。この第１断熱板材２１１には、第
１通孔部２１１１、第２通孔部２１１２、設置凹部２１１３が設けてある。
【００２５】
　第１通孔部２１１１は、複数（図示の例では３つ）設けてあり、第１断熱板材２１１の
前端部に設けてある。これら第１通孔部２１１１は、冷凍サイクルを構成する冷媒配管２
７が挿通するものであり、左側の第１通孔部２１１１には左庫２３の蒸発器２５ａに接続
される冷媒配管２７が挿通し、中央の第１通孔部２１１１には中庫２３の蒸発器２５ａに
接続される冷媒配管２７が挿通し、右側の第１通孔部２１１１には右庫２３の蒸発器２５
ａに接続される冷媒配管２７が挿通する。
【００２６】
　第２通孔部２１１２は、複数（図示の例では３つ）設けてあり、第１断熱板材２１１の
後部に設けてある。これら第２通孔部２１１２は、それぞれドレンパン（図示せず）を設
置するためのドレンパン凹部２１１４に形成されている。ここでドレンパンは、上記蒸発
器２５ａの結露水を受け止める皿状のものである。従って、ドレンパン凹部２１１４に設
置されたドレンパンの上に上記蒸発器２５ａが配設されることになる。つまり、左側のド
レンパン凹部２１１４に設置されたドレンパンの上には左庫２３の蒸発器２５ａが配設さ
れ、中央のドレンパン凹部２１１４に設置されたドレンパンの上には中庫２３の蒸発器２
５ａが配設され、右側のドレンパン凹部２１１４に設置されたドレンパンの上には右庫２
３の蒸発器２５ａが配設されることになる。
【００２７】
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　第２通孔部２１１２は、それぞれドレンパンにその底部に連通する態様で連結されたド
レンパイプ（図示せず）が挿通するものである。
【００２８】
　設置凹部２１１３は、複数（図示の例では２つ）設けてあり、左側のドレンパン凹部２
１１４及び中央のドレンパン凹部２１１４に連続する態様でその前方に設けてある。この
設置凹部２１１３が設けられる個所は、上記電熱ヒータ２５ｂが配設される個所である。
ここで、設置凹部２１１３が右側のドレンパン凹部２１１４の周囲に設けられていないの
は、右庫２３は冷却専用の商品収容庫２３であり、加熱源である電熱ヒータ２５ｂが配設
されないからである。
【００２９】
　第２断熱板材２１２は、例えば発泡ウレタンのような第１断熱板材２１１よりも高い耐
熱性能を有する断熱材で構成される板材である。このような第２断熱板材２１２は、設置
凹部２１１３に適合する形態を成しており、図示の例では矩形状を成している。かかる第
２断熱板材２１２は、設置凹部２１１３に嵌め込まれた形態で第１断熱板材２１１に載置
され、自身の上面が第１断熱板材２１１の上面と同一平面を構成するようにしてある。そ
して、この第２断熱板材２１２の上面に上記電熱ヒータ２５ｂが配設されることになる。
【００３０】
　上記商品収容室２０の内部には、図５～図７に示すように、上端部に前方フレーム材２
８及び後方フレーム材２９を介して複数（図示の例では３つ）のラック支持フレーム３０
が左右方向に沿って並設してある。
【００３１】
　ラック支持フレーム３０は、商品収納ラック４０を保持するためのもので、それぞれが
一対の縦フレーム材３１の間に複数の横フレーム材３２を架設することによって予め格子
状に構成してある。
【００３２】
　縦フレーム材３１は、図７に示すように、長尺平板状の縦材水平部３１ａと、縦材水平
部３１ａの一端部から直角に屈曲した長尺平板状の縦材垂下部３１ｂとを有したもので、
横断面がＬ字状を成している。縦フレーム材３１における縦材水平部３１ａの前端部には
、それぞれネジ孔３１ｃが設けてある。各ラック支持フレーム３０の縦フレーム材３１は
、互いに縦材水平部３１ａの他端縁を対向させる態様で相互に平行に配設してある。
【００３３】
　それぞれの縦フレーム材３１の後端部には、載置部３１ｄ及び係合部３１ｅが設けてあ
る。載置部３１ｄは、図８に示すように、縦材垂下部３１ｂの下縁よりも上方となる位置
に設けた下方に向く下面である。係合部３１ｅは、載置部３１ｄよりも後方側に位置する
部位から下方に向けて突設した舌片状部分である。これら載置部３１ｄ及び係合部３１ｅ
は、いずれも縦フレーム材３１の縦材垂下部３１ｂと同一の板厚に構成してある。
【００３４】
　横フレーム材３２は、長尺平板状の横材水平部３２ａと、横材水平部３２ａの一端縁部
から直角に屈曲した長尺平板状の横材垂下部３２ｂと、横材垂下部３２ｂの延在縁部から
横材水平部３２ａに対して平行に延在した後に該横材水平部３２ａに向けて直角に屈曲し
た係止部３２ｃとを有している。このような横フレーム材３２は、横材水平部３２ａの各
端部をそれぞれ縦フレーム材３１における縦材水平部３１ａの上面に接合させ、互いに平
行となる態様で一対の縦フレーム材３１に接合してある。
【００３５】
　このようなラック支持フレーム３０においては、断熱ブロック材３５が保持されている
。断熱ブロック材３５は、横フレーム材３２と略同一の長さ（左右長さ）を有しており、
発泡スチロール等の弾性を有する断熱材から構成されるものである。この断熱ブロック材
３５は、前方及び側方に開口する保持溝３５１が形成してある。保持溝３５１は、前方か
ら後方に向けてその上下幅が漸次小さくなる楔状の形態を成している。
【００３６】
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　かかる断熱ブロック材３５は、縦フレーム材３１の縦材垂下部３１ｂの後端部に形成さ
れた切起部３３が保持溝３５１に進入することで該切起部３３に載置されており、これに
よりラック支持フレーム３０に保持されている。この断熱ブロック材３５の後端部は、縦
フレーム材３１の載置部３１ｄの位置まで延在しており、側方から見た場合に該載置部３
１ｄに重なっている（図８参照）。
【００３７】
　尚、図６に示すように、上記自動販売機においては、互いに左右幅の異なる３種類のラ
ック支持フレーム３０を備えているが、これら３種類のラック支持フレーム３０は、横フ
レーム材３２及び断熱ブロック材３５の長さのみが異なるもので、個々の詳細構成は互い
に同一である。そして、互いに隣接するラック支持フレーム３０間に断熱仕切板２２が挿
入されることになる。これにより、最も左側にあるラック支持フレーム３０は、左庫２３
において商品収納ラック４０を保持するものであり、中央のラック支持フレーム３０は、
中庫２３において商品収納ラック４０を保持するものであり、最も右側のラック支持フレ
ーム３０は、右庫２３において商品収納ラック４０を保持するものである。
【００３８】
　ラック支持フレーム３０を保持する前方フレーム材２８及び後方フレーム材２９は、金
属によって成形した取付部材であり、それぞれ複屈曲した横断面形状を成している。前方
フレーム材２８は、フランジ部２８ｃを介して上壁１１の前縁部下面に接合してあり、該
上壁１１の下面から下方に向けて突出するとともに左右方向に沿って延在している。
【００３９】
　後方フレーム材２９は、フランジ部２９ｃを介して背壁１４上縁部（内壁後縁部）の前
面に接合してあり、該背壁１４の前面から前方に向けて突出するとともに、左右方向に沿
って延在している。
【００４０】
　尚、前方フレーム材２８及び後方フレーム材２９を外箱１０に接合する方法としては、
例えば溶接やネジ止めを適用すれば良い。これらの接合方法は、いずれか一方を適用して
も良いし、両方を併用するようにしても良い。
【００４１】
　これら前方フレーム材２８及び後方フレーム材２９には、互いに対応する部位にスリッ
ト２９ｄが複数形成してある（前方フレーム材２８のスリットは図示せず）。ここで、後
方フレーム材２９に設けたスリット２９ｄは、図９に示すように、基部２９ａと上方側に
位置する側部２９ｂとに亘る部位に溝状に設けたもので縦フレーム材３１の縦材垂下部３
１ｂを挿入することのできる大きさに形成してある。
【００４２】
　上述した前方フレーム材２８と後方フレーム材２９との間にラック支持フレーム３０を
保持させる場合には、まず、縦フレーム材３１の前端部を前方フレーム材２８のスリット
に挿入する。次に、縦フレーム材３１の後端部に設けた係合部３１ｅを後方フレーム材２
９のスリット２９ｄに挿入し、係合部３１ｅを後方フレーム材２９の内部に位置させると
ともに、載置部３１ｄを介して縦フレーム材３１の後端部を後方フレーム材２９に載置さ
せる。その後、ネジ等の締結部材を用いることでラック支持フレーム３０は、外箱１０の
上壁１１の下面から離隔する態様で商品収容庫２３の内部にて前方フレーム材２８及び後
方フレーム材２９に保持されることになる。
【００４３】
　上述したように、ラック支持フレーム３０には断熱ブロック材３５が保持されており、
この断熱ブロック材３５は、後端部は縦フレーム材３１の載置部３１ｄの位置まで延在し
ている。そのため、ラック支持フレーム３０（縦フレーム材３１の後端部）が載置部３１
ｄを介して後方フレーム材２９に載置されることになると、図１０に示すように、断熱ブ
ロック材３５が弾性変形することでその一部が後方フレーム材２９のスリット２９ｄ（係
合部３１ｅが挿入したスリット２９ｄだけでなく、縦フレーム材３１間にあるすべてのス
リット２９ｄ）の内部に進入するとともに、後方フレーム材２９の商品収容庫２３への露
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出部分を覆うことになる。
【００４４】
　ところで、図８や図１０に示すように、断熱ブロック材３５は、上端部と下端部との形
態が異なっている。すなわち、上端部は水平面を形成しているのに対し、下端部の後方側
には、下方に向けて突出部３５２が形成してある。つまり、断熱ブロック材３５の下端部
においては、その前方側と後方側との間に段差が形成してある。
【００４５】
　このように断熱ブロック材３５における上端部と下端部との形態を異なるものとしたの
で、図１１に示すように、断熱ブロック材３５を保持する個所の上方域が横フレーム材３
２との接合個所となる場合に、かかる断熱ブロック材３５を上下逆にすることで該接合個
所に干渉することなく断熱ブロック材３５を保持することが可能になる。
【００４６】
　商品収納ラック４０は、図３及び図５に示すように、一対の側板４１の間にセグメント
と称される湾曲形状部材４２を配設することによって上下方向に沿って延在する蛇行状の
商品収納域４３を構成したもので、該商品収納域４３に商品を収納する一方、商品払出指
令が与えられた場合に払出機構４４を通じて対応する商品の払い出しを行うものである。
本実施の形態では、それぞれの商品収容庫２３に複数の商品収納域４３を有した商品収納
ラック４０を前後に配設するようにしている。
【００４７】
　それぞれの商品収納ラック４０は、側板４１の上端部に設けた取付金具４５をラック支
持フレーム３０の横フレーム材３２に係止させ、さらにはこれら取付金具４５及びラック
支持フレーム３０の横フレーム材３２をネジ４６によって互いに螺着することにより、ラ
ック支持フレーム３０に吊下保持させてある。
【００４８】
　外扉５０は、外箱１０の前面開口を覆うためのもので、外箱１０の一側縁部に開閉可能
に配設してある。外扉５０の前面には、商品を販売する際に必要となるディスプレイウィ
ンドウ、商品選択ボタン、紙幣挿通口、硬貨投入口、返却レバー、金額表示器、硬貨返却
口が設けてあるとともに（いずれも図示せず）、商品取出口５１が設けてある。
【００４９】
　また、この外扉５０には、商品取出部５２（図１及び図３参照）が設けてある。商品取
出部５２は、商品収容庫２３における商品収納ラック４０から払い出されて内扉６０の商
品搬出口６１を通過した商品を収容し、かつ商品取出口５１を通じて該商品を取出可能に
するものである。
【００５０】
　内扉６０は、商品収容庫２３（商品収容室２０）の前面を覆うためのもので、外扉５０
よりも内方となる位置において外箱１０の一側縁部に開閉可能に配設した自動販売機用扉
体である。この内扉６０は、上下に分割された構造を有しており、商品収容庫２３（商品
収容室２０）の前面開口の上部側を覆う上部内扉６０ａと、商品収容庫２３（商品収容室
２０）の前面開口の下部側を覆う下部内扉６０ｂとから構成してある。
【００５１】
　上部内扉６０ａは、図１２に示すように、発泡ウレタン等の断熱材から構成される矩形
状の断熱扉本体７１に、その縁部に金属によって形成した補強金部材７２を配設すること
により構成してある。
【００５２】
　そして、補強金部材７２のうち断熱扉本体７１の下端部に設けられたもの（以下、下端
補強金部材７２ともいう）は、断熱扉本体７１の幅方向に沿って延在する長尺状部材であ
る。この下端補強金部材７２は、図１３に示すように、断熱扉本体７１の下端面に接する
補強水平部７２１と、この補強水平部７２１の前縁部に接続してこの前縁部から上方に向
けて延在した後に補強水平部７２１に対して平行に延在する補強基部７２２と、この補強
基部７２２の延在端部より断熱扉本体７１の前面に接する態様で上方に向けて延在してそ
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の途中から前方に傾斜しながら上方に向けて延在する補強保持部７２３とを有している。
【００５３】
　このような下側補強金部材７２においては、上部内扉６０ａの前面、すなわち断熱扉本
体７１の前面に生じた結露水を、補強保持部７２３と断熱扉本体７１の前面との間で貯留
させることができる。また、下側補強金部材７２においては、補強保持部７２３と断熱扉
本体７１の前面との間に例えば不織布等から構成される蒸発シート体７３が差し込まれる
ように立設してある。かかる蒸発シート体７３は、毛管現象により結露水を吸水するもの
である。
【００５４】
　これにより上部内扉６０ａにおいては、その前面に生じた結露水は、下方に向けて滴下
する途中で蒸発シート体７３に吸水、あるいは下側補強金部材７２により貯留された後に
蒸発シート体７３に吸水されることになる。
【００５５】
　下部内扉６０ｂは、図１及び図３に示すように、各商品収容庫２３に対応した部位に商
品搬出口扉６２を備えた商品搬出口６１を備えており、商品収納ラック４０から商品が搬
出シュータ２４に払い出された場合に商品搬出口６１を通じて商品を商品取出部５２に搬
出することが可能である。
【００５６】
　このような下部内扉６０ｂは、図１４に示すように、扉本体８１と、前面側板金本体８
２と、商品搬出口枠８３とを備えて構成してある。
【００５７】
　扉本体８１は、発泡ウレタン等の断熱材によって予め板状に成形したものであって、下
部内扉６０ｂの外径寸法と略同一の大きさを有している。この扉本体８１には、上述した
商品搬出口６１に対応する部位にそれぞれ搬出用開口８１ａが形成してある。各搬出用開
口８１ａは、それぞれ一様な幅をもって扉本体８１の下方に延在し、該扉本体８１の下端
面に開放している。図には明示していないが、この扉本体８１においては、表裏両面にそ
れぞれ面材として樹脂フィルムやクラフト紙が貼付してある。
【００５８】
　前面側板金本体８２は、金属製の板状部材によって成形したもので、扉本体８１と同様
に下部内扉６０ｂの外径寸法と略同一の大きさを有している。この前面側板金本体８２は
、図１５に示すように、扉本体８１の搬出用開口８１ａに対応する切欠８２ａを有したも
のであり、この切欠８２ａの上縁部よりも下方側となる下端部が後方に屈曲した形態を成
している。また、前面側板金本体８２には、各切欠８２ａの両側部には、上下方向が長手
方向となる長孔である係止孔８２ｂが形成してある。更に、前面側板金本体８２は、扉本
体８１の前面を覆う態様で配設してある。尚、この前面側板金本体８２を扉本体８１に配
設する方法としては、両面テープ等を適用すれば良い。
【００５９】
　かかる前面側板金本体８２は、本実施の形態においては次のようにして作成されるもの
である。金属製の板状部材８５に対して切削加工を施すが、この際、図１６に示すように
、切欠８２ａを形成する部位８５１に除去部材８６が該板状部材８５とミクロジョイント
８７により連結されるように溝８８を形成する。このように除去部材８６がミクロジョイ
ント８７により連結されてなる板状部材８５に対して、その下端部に曲げ加工を施す。そ
の後にミクロジョイント８７で連結された除去部材８６を除去することで、図１７に示す
ような板状部材８５が得られる。かかる板状部材８５を適宜屈曲させることにより、図１
５に示すような前面側板金本体８２が作成される。
【００６０】
　つまり、前面側板金本体８２は、板状部材８５の切欠８２ａを形成する部位８５１に除
去部材８６が該板状部材８５にミクロジョイント８７により連結されるよう溝８８が形成
され、曲げ加工が施された後に除去部材８６が除去されることで切欠８２ａが形成されて
成るものである。
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【００６１】
　商品搬出口枠８３は、下部内扉６０ｂの商品搬出口６１を規定するためのもので、それ
ぞれ樹脂材によって矩形の枠状に構成してある。各商品搬出口枠８３には、図１８に示す
ように、上枠８３ａ１、一対の側枠８３ａ２及び下枠８３ａ３を四周枠として形成した枠
本体８３ａに背面フランジ８３ｂ及び前面フランジ８３ｃが設けてある。これら背面フラ
ンジ８３ｂ及び前面フランジ８３ｃは、枠本体８３ａの開口周縁部から外方に向けて延在
した部分である。また、商品搬出口枠８３は、その枠本体８３ａにおける両側枠８３ａ２
の前面が上記前面側板金本体８２の下端部に適合するよう、その途中の高さレベルから下
部に向けて漸次後方に傾斜する傾斜面となっている。更に、かかる傾斜面を構成する前面
フランジ８３ｃには、後方に向けて突出する係止フック部８３１が形成してある。
【００６２】
　上記商品搬出口枠８３における枠本体８３ａの周縁外部においては、断面形状が三角状
を成す突起部８３２が下枠８３ａ３を除く全周域に亘って形成してある。また、図１９に
示すように、商品搬出口枠８３においては、枠本体８３ａにおける両側枠８３ａ２の内面
上部に商品搬出口扉６２の開閉移動軸となるヒンジ構造部８３３が形成してあり、かかる
ヒンジ構造部８３３を成形するための型抜き孔８３４が各側枠８３ａ２に形成してある。
【００６３】
　上記の構成を有する商品搬出口枠８３は、扉本体８１に前面側板金本体８２を配設した
後、図２０に示すように、扉本体８１の下端面から搬出用開口８１ａにスライドさせるこ
とによって当該扉本体８１に装着される。この場合、背面フランジ８３ｂを扉本体８１の
背面に重ね合わせるとともに、前面フランジ８３ｃを前面側板金本体８２の前面に重ね合
わせた状態で扉本体８１に対する商品搬出口枠８３の装着を行う。つまり、商品搬出口枠
８３の背面フランジ８３ｂと前面フランジ８３ｃとで扉本体８１及び前面側板金本体８２
とを挟み込むようにして商品搬出口枠８３の装着を行う。扉本体８１に装着した商品搬出
口枠８３は、例えば前面フランジ８３ｃを介して前面側板金本体８２にネジ止めすること
によって所望の位置に固定する。この際、図２１に示すように、商品搬出口枠８３に形成
した係止フック部８３１を前面側板金本体８２の係止孔８２ｂに進入させて前面側板金本
体８２に引っ掛けておくことで商品搬出口枠８３の内倒れを防止している。
【００６４】
　このようにして商品搬出口枠８３が扉本体８１に装着することで、枠本体８３ａに形成
された突起部８３２は、図２２に示すように扉本体８１の搬出用開口８１ａ縁部に食い込
むことになる。
【００６５】
　そして、図２３に示すように、商品搬出口枠８３が装着された扉本体８１に対し、扉本
体８１の幅方向が長手方向となる長尺状板材である案内部材８４が扉本体８１の下端面及
び商品搬出口枠８３の下枠８３ａ３を覆う態様でネジ止め等によって取り付けられること
で下部内扉６０ｂが形成される。
【００６６】
　案内部材８４は、上述したように扉本体８１の幅方向が長手方向となる長尺状板材であ
り、金属により構成されるものである。この案内部材８４は、複屈曲した横断面形状を有
しており、図２４に示すように、案内基部８４１と案内端部８４２とを有している。案内
基部８４１は、扉本体８１の下端部背面及び商品搬出口枠８３の下枠８３ａ３背面を覆う
とともに、扉本体８１の下端面及び商品搬出口枠８３の下枠８３ａ３の下面を覆う態様で
途中で屈曲して成る部位であり、ネジにより扉本体８１に取り付けられている。案内端部
８４２は、案内基部８４１の前縁部より下方に屈曲して、前面側板金本体８２の傾斜面に
連なって同一平面を形成するよう下方に向けて延在して成る部位である。つまり案内端部
８４２は、下方に向かうに連れて扉本体８１の背面側に向かうよう傾斜している。
【００６７】
　このような案内部材８４は、下部内扉６０ｂの外表面（特に前面）に生じた結露水を、
案内端部８４２の前面を通じて滴下させ、図２５に示すように、外箱１０の底壁１３に配
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設された樋部材１７に案内するものである。ここで、樋部材１７は、商品収容庫２３の気
密性を確保する観点から設けられたガスケット部材１８とともに底壁１３の前端面に取り
付けてある。樋部材１７は、案内部材８４から案内された結露水を所定の蒸発皿（図示せ
ず）に導くためのものである。
【００６８】
　そして、かかる案内部材８４には、案内端部８４２にスペーサ部材９０が配設してある
。スペーサ部材９０は、例えば樹脂材により構成されるものであり、案内端部８４２の前
面側に突出する態様で案内部材８４の長手方向に沿って所定間隔毎に複数配設してある。
【００６９】
　このようなスペーサ部材９０は、内扉６０（上部内扉６０ａ及び下部内扉６０ｂ）が全
商品収容庫２３（商品収容室２０）の前面開口を閉成するとともに、外扉５０が外箱１０
の前面開口を閉成する場合に、案内端部８４２と商品取出部５２の端部との間に介在して
これらの間に隙間Ｓを形成するものである。より詳細に説明すると、内扉６０が全商品収
容庫２３の前面開口を閉成する場合には、外箱１０に設けられたガスケット部材１８を押
圧することとなるが、かかるガスケット部材１８からの反力により内扉６０（特に下部内
扉６０ｂ）の下端部が前方側（商品収容庫２３から離間する側）に撓むことになる。この
ように内扉６０の下端部が撓むこととなってもスペーサ部材９０が外扉５０の商品取出部
５２の端部に当接することで、案内部材８４と商品取出部５２との間に間隙を形成するこ
とになる。
【００７０】
　以上のような構成を有する自動販売機においては、外箱１０の底壁１３の設置部位に配
設された断熱ボード２１は、該設置部位を覆う態様で配設された第１断熱板材２１１と、
この第１断熱板材２１１よりも高い耐熱性能を有し、設置凹部２１１３に嵌め込まれた形
態で該第１断熱板材２１１に載置される第２断熱板材２１２とを備えているため、最も高
温となる電熱ヒータ２５ｂの設置個所にのみ第２断熱板材２１２を設置すればよく、底壁
１３の設置部位全域には第１断熱板材２１１のみを設置すればよい。しかも、第１通孔部
２１１１や第２通孔部２１１２等は第１断熱板材２１１にのみに形成すればよい。
【００７１】
　従って、第２断熱板材２１２の材料コストを低減させることで断熱ボード２１全体の材
料コストの低減化を図ることができ、しかも第２断熱板材２１２は設置凹部２１１３に適
合するような例えば矩形状にのみ形成し、第１断熱板材２１１にのみ第１通孔部２１１１
や第２通孔部２１１２等の形成を行えばよいので、加工コストの低減化も図ることができ
る。よって、コストの低減化を図ることができる。また、第１断熱板材２１１のみを底壁
１３の設置部位に配設すればよく、二重構造の断熱構造を配設していた従来に比して設置
作業における作業効率の向上を図ることもできる。
【００７２】
　また、上記自動販売機においては、ラック支持フレーム３０が載置部３１ｄを介して後
方フレーム材２９に載置されることになると、断熱ブロック材３５が弾性変形することで
その一部が後方フレーム材２９のスリット２９ｄの内部に進入するとともに、後方フレー
ム材２９の商品収容庫２３への露出部分を覆うことになるので、取付部材である後方フレ
ーム材２９からの熱リークを低減させることができる。しかも、断熱ブロック材３５はラ
ック支持フレーム３０に保持されているので、断熱ブロック材３５を単独で設置する必要
がなく、ラック支持フレーム３０の取り付けに合わせて設置させることができるので、断
熱作業を容易なものとすることができる。
【００７３】
　従って、後方フレーム材２９の熱リークを低減させつつ、断熱作業を簡単なものとする
ことができる。
【００７４】
　また、上記自動販売機においては、上部内扉６０ａの下側補強金部材７２に立設された
蒸発シート体７３が、その前面に生じた結露水を毛管現象により吸水しているので、従来



(12) JP 2012-190182 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

のように補強金部材に結露水を貯留しているだけに比べて結露水を蒸発させやすくなり、
上側内扉６０を開閉移動させる際に結露水が遠心力により床等に滴下してしまうことを抑
制することができる。従って、上部内扉６０ａの外表面に生じた結露水を積極的に蒸発さ
せることができる。
【００７５】
　また、上記自動販売機においては、下部内扉６０ｂを構成する前面側板金本体８２は、
板状部材８５の切欠８２ａする部位に除去部材８６が該板状部材８５にミクロジョイント
８７により連結されるよう溝８８が形成され、曲げ加工が施された後に除去部材８６が除
去されることで切欠８２ａが形成されて成るものであるので、汎用の型機構を用いつつ曲
げ加工を良好に行うことができる。従って、従来のように専用の型機構等を必要とせずに
、製造コストを低減させることができる。
【００７６】
　また、上記自動販売機においては、下部内扉６０ｂを構成する商品搬出口枠８３は、扉
本体８１における搬出用開口８１ａの縁部と接触する面に搬出用開口８１ａの縁部に食い
込む態様で形成された突起部８３２を備えているので、扉本体８１と商品搬出口枠８３と
の気密性を良好に確保することができる。
【００７７】
　しかも、商品搬出口枠８３の側枠８３ａ２に商品搬出口扉６２のヒンジ構造部８３３を
成型するための型抜き孔８３４が形成してあるので、かかる型抜き孔８３４を通じて下部
内扉６０ｂの内外方向に空気が流れることがなく、気密性の向上を図ることができる。
【００７８】
　更に、商品搬出口枠８３は、係止フック部８３１を前面側板金本体８２の係止孔８２ｂ
に進入させて前面側板金本体８２に引っ掛けておくことで内倒れを防止しているので、係
止フック部８３１等に応力集中が発生する虞れもなく、販売荷重に対する強度を十分なも
のとすることができ、しかも係止孔８２ｂに係止フック部８３１を進入させるだけなので
、商品搬出口枠８３の取り付け及び取り外しを容易に行うことができる。
【００７９】
　また、上記自動販売機においては、スペーサ部材９０は、内扉６０（上部内扉６０ａ及
び下部内扉６０ｂ）が全商品収容庫２３（商品収容室２０）の前面開口を閉成するととも
に、外扉５０が外箱１０の前面開口を閉成する場合に、商品取出部５２の端部に当接して
この端部と案内端部８４２との間に隙間Ｓを形成するので、内扉６０の外表面で生じた結
露水は、案内部材８４の案内端部８４２の外表面を滴下して樋部材１７に案内されること
になる。つまり、内扉６０の外表面で生じた結露水が外扉５０の商品取出部５２に進入す
ることを防止することができる。よって、内扉６０の外壁面で生じた結露水が商品取出部
５２に進入することなく樋部材１７に案内することができる。
【００８０】
　しかも、スペーサ部材９０が商品取出部５２の端部に当接することで、内扉６０の撓み
量を規制することができ、商品の通過寸法を十分に確保することができる。更に、内扉６
０とガスケット部材１８との密着も十分に行えるために商品収容庫２３間における気密性
も良好なものとすることができる。
【００８１】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明なこれに限定されるもの
ではなく、種々の変更を行うことができる。
【００８２】
　上述した実施の形態では、案内部材８４と商品取出部５２との間の隙間Ｓを形成するた
めのスペーサ部材９０は、案内部材８４に配設されていたが、本発明においては、商品取
出部に配設され、内扉の構成部材に当接するようにしても良い。これによっても内扉の外
表面に生じた結露水が商品取出部に進入することを防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
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　以上のように、本発明に係る自動販売機は、例えば缶入り飲料やペットボトル入り飲料
等の商品を販売するのに有用である。
【符号の説明】
【００８４】
　　　１０　外箱
　　　１１　上壁
　　　１２　側壁
　　　１３　底壁
　　　１４　背壁
　　　２０　商品収容室
　　　２１　断熱ボード
　　２１１　第１断熱板材
　　２１２　第２断熱板材
　２１１１　第１通孔部
　２１１２　第２通孔部
　２１１３　設置凹部
　２１１４　ドレンパン凹部
　　　２３　商品収容庫
　　２５ｂ　電熱ヒータ
　　　２９　後方フレーム材
　　　３０　ラック支持フレーム
　　　３３　切起部
　　　３５　断熱ブロック材
　　３５１　保持溝
　　　４０　商品収納ラック
　　　５０　外扉
　　　５１　商品取出口
　　　５２　商品取出部
　　　６０　内扉
　　６０ａ　上部内扉
　　６０ｂ　下部内扉
　　　６１　商品搬出口
　　　６２　商品搬出口扉
　　　７２　補強金部材
　　７２１　補強水平部
　　７２２　補強基部
　　７２３　補強保持部
　　　７３　蒸発シート体
　　　８１　扉本体
　　８１ａ　搬出用開口
　　　８２　前面側板金本体
　　８２ａ　切欠
　　　８３　商品搬出口枠
　　８３ａ　枠本体
　　８３ｂ　背面フランジ
　　８３ｃ　前面フランジ
　　８３２　突起部
　　８３４　型抜き孔
　　　８４　案内部材
　　８４２　案内端部



(14) JP 2012-190182 A 2012.10.4

　　　８５　板状部材
　　　８６　除去部材
　　　８７　ミクロジョイント
　　　９０　スペーサ部材
　　　　Ｓ　間隙
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